
【改訂】 

学校衛生管理マニュアルを改訂し、学校関係者の感染状況のデータやその分析結果

を更新したほか、オミクロン株の特徴を踏まえた対応として事務連絡で周知した内

容や地域住民や保護者等に対する情報提供等について追記しました。ついては、本マ

ニュアルを地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただくようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和４年４月１日 
 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  
各 都道 府県 教 育委 員会 専修 学校 主管 課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 
各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 
構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～『学校の新しい生活様式』～」の改訂について 

 

この度、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」

（令和２年６月５日文部科学事務次官通知）の本日付けの改訂等を踏まえ、令和３年11月22日

に発出（12月10日に一部修正）した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管

理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」を改訂しましたので、お知らせします。 

主な改訂箇所は、別紙のとおりです。 

本マニュアルは、令和４年３月時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、新たな情

報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定しています。 

あわせて、本マニュアルについては、地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただくよ

うお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を

含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村

教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、そ

の設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、

文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域

法（平成 14年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当

課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こど

も園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区

町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれて

は所管の高等課程を置く専修学校に対して本件を周知されるようにお願いします。 

埼玉県教育委員会
収受
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＜本マニュアルに関する連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８、２９７６） 

○身体的距離の確保にかかる人的体制の確保に関すること 

・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内３７０４） 

・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３３） 

・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 

初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局 私学部 私学行政課（内２５３３） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○各教科等の指導に関すること 
・下記以外        初等中等教育局 教育課程課（内２５６５） 
・体育・保健体育   スポーツ庁 政策課（内２６７４） 
・音楽・図画工作等 文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○修学旅行等に関すること 
・修学旅行について 初等中等教育局 児童生徒課（内２３８９） 
・遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事について  
初等中等教育局 教育課程課（内２９０３） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○子供の居場所における対策との連携に関すること 
総合教育政策局地域学習推進課（内３２６０） 
（うち放課後等デイサービスとの連携に関すること） 
初等中等教育局特別支援教育課（内３１９３） 
（うち財産処分手続に関すること） 
大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課（内２４６４） 

○幼稚園における指導に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内２３７６） 



 別紙  

学校衛生管理マニュアル（Ver.8）の主な改訂点 

 
１．感染状況の現状と分析の更新【P.４～10】 

児童生徒等の感染状況について、文部科学省等から公表しているデータに基づき更新。 

・令和４年１月からの感染拡大期においては児童生徒等の感染者数も大きく増加。 

・すべての学校種を通じて「感染経路不明」が最も高い割合。次いで「家庭内感染」

が多くなっている。 

・「学校内感染」の経路の内訳は、幼稚園や小学校では「同一クラス」の事例が大半。

中学校や高等学校では「同一部活動」の割合が高い。 

 
２．子供への感染に係る特徴の更新【P.11～12】 

オミクロン株に係る知見を踏まえて更新。 
・小児例は無症状者／軽症者が多いが、重篤な基礎疾患を有する場合は重症化に注意。 
・重症化、死亡の割合は若者は低い傾向。 
・オミクロン株は再感染リスクの増加、ワクチンの効果を弱める可能性がある一方、

入院リスクや重症化リスクは低い可能性。 
 
３．地域ごとの行動基準の設定の考え方の明示【P.18】 

学校に関する感染レベルを判断する際、年代により異なる感染状況等を踏まえ、地域

全体の感染レベルとは別に判断することが考えられることを明示。 
 
４．児童生徒等が登校しない場合の修正・追記【P.22、45～47、63～64】 

以下の内容を修正・追記。 

・同居家族に症状がある場合の登校について、「レベル３及びレベル２の地域では、

地域の実情に応じ、同居の家族に未診断の発熱等の症状が見られる場合」と修正。 
・軽微な症状のある児童生徒等や教職員の登校については、地域の感染状況や持病の

有無など個別の状況に応じて適切に判断。（※令和４年３月４日の事務連絡「「新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について」の内容の反映） 
・濃厚接触者に特定されない場合であっても、感染者と会話の際にマスクを着用して

いないなど感染対策を行わずに飲食を共にした者等の出席停止等を明記。（※令和

４年３月 17 日の事務連絡「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえ

た濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関す

る対応について」の内容の反映） 
・濃厚接触者や行政検査の対象者と同居している場合等について特段登校を控える

ことを求める必要はないことなどの明記。（※令和４年３月 17 日の事務連絡（同

上）の内容の反映） 
 



５．具体的な活動場面ごとの感染症予防対策の追記【P.52～53、55、60】 

 以下の内容を追記。（※令和４年３月 18日の事務連絡「オミクロン株に対応した春季

休業に際しての学校関係の新型コロナウイルス感染症対策について」の内容の反映） 
・儀式的行事における感染症対策 
・部活動の長期休業期間における工夫 
・子供の居場所における対策との連携 

 
６．濃厚接触者の特定等の重点化を踏まえた修正・追記 

【P. 63、66、69～72】 

 以下の内容を追記。（※令和４年３月 17 日の事務連絡「学校で児童生徒等や教職員

の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミクロン株に

対応した運用に当たっての留意事項について（更新）」の内容の反映） 
・地域の保健所等による積極的疫学調査の方針の確認が重要。 
・学校で感染者が発生した場合については別途のガイドライン等を参照。 

 
７．地域住民や保護者等への情報提供について追記【P.74～75】 

 学校において感染者が発生した場合等の情報提供について、以下の基本的な考え方

を追記。 

①学校設置者等による地域住民等への情報提供 

  設置する施設の管理状況に関する説明という観点から情報提供することが考えら

れるが、学校が特定しうる情報まで提供するかは慎重に判断。 

②学校による保護者等への情報提供 

  適切な健康観察を促すことと学級等の運営状況に関する説明という観点から以下

のような情報を提供することが考えられる。 

 ・感染者の発生状況 

 ・臨時休業の実施予定 

 ・臨時休業時の学習支援の方針 等 

  感染者を特定しうる情報まで提供するかは慎重に判断。保護者等の理解を得た上

で、必要最小限の範囲で知らせることは考えられる。 

 
８．寮や寄宿舎における感染症対策の修正【P.78～80】 

 最新の感染症対策に係る知見に基づき修正。 
・自宅療養となった感染者は、可能であれば自宅に帰ることを検討。それが困難な場

合は居室（基本的に個室）に隔離。 
・濃厚接触者等、発熱や体調不良がある者は居室（可能なら個室）に隔離。 等 

 


